
八王子市公衆街路灯維持管理事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、街路灯管理団体が実施する公衆街路灯の維持管理事業に対し、市が当該年度

において予算の範囲内で交付する補助金について、補助金等の交付の手続等に関する規則（昭

和３５年八王子市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定

めるものとする。 

 （目的） 

第２条 町会等が行う公衆街路灯の維持管理事業を推進し、防犯及び交通安全施設の充実を図るこ

とを目的とする。 

 （交付対象団体） 

第３条 補助金の交付対象となる団体は、市内の町会・自治会又はこれらに類する団体その他共益

費等により直接公衆街路灯を維持管理する団体（以下これらを「街路灯管理団体」という。）

とする。 

 （交付対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、街路灯管理団体が実施する維持管理事業とする。 

（交付対象公衆街路灯） 

第５条 補助金の対象となる公衆街路灯は、次の各号に該当するものとする。 

（１） 八王子市公衆街路灯（防犯灯）設置基準第３条における第５号を除いた各号に準じると認め

られるもの。 

（２） 個人または特定商店の宣伝その他の利益に供されるものでないもの。 

（補助金交付額） 

第６条  

（１） 補助金の額は、東京電力株式会社（以下「東電」という。）の定める４月時点の公衆街   

   路灯Ａの需要家料金及び電灯料金を基礎に算定した電気料金の年額に管理費（２００円／ 

灯）を加えた額とし、４月１日現在において維持管理する補助対象街路灯について、東電 

との契約の区分により別に定める。  

（２） １つの街路灯に複数の照明が存在する場合には、各照明のワット数の合計により算定す

る。ただし、ワット数の合計は、500Ｗを上限とする。 

（３） 八王子市公衆街路灯（防犯灯）移管（寄附）要綱に基づき、年度途中に市へ移管する補

助対象街路灯の補助金の額は、（１）で算定した電気料金の月額に移管時での月数を積算

し、その積算額に管理費を加えた額とする。 

 （交付申請書） 

第７条 補助金交付申請書は、第１号様式による。 

 （申請書添付書類） 

第８条 規則第６条に規定する添付書類は、補助対象街路灯の当該年度４月分（一括前払契約をし

ている場合は口座振替月）の電気料金領収証又はこれに代わるもの（以下「領収証等」という。）、

前年度３月分電気料金集約分内訳表（領収証が集約扱いになっている場合のみ必要）とする。 

（申請時期） 



第９条 申請時期は、原則として当該年度５月１日から８月３１日までとする。ただし、やむを得

ない理由によりこの時期に申請できなかった場合は、この限りでない。 

 （交付決定通知書） 

第１０条 交付決定通知書は、第２号様式による。 

 （交付時期） 

第１１条 補助金は、原則として当該年度１月に交付する。ただし、やむを得ない理由により交付

できなかった場合は、この限りでない。 

   （年度途中の設立団体の取扱い） 

第１２条 年度途中に設立された街路灯管理団体の取扱いについては、別に取扱い基準を定める。 

 （補助金に関する調査等） 

第１３条 市長は、補助金に関して必要があると認めたときは、街路灯管理団体に対し本補助事業

に係る帳簿等を提示又は提出させ、調査することができる。 

 （手続の省略） 

第１４条 この補助金の交付については、規則第１２条、第１３条の規定による手続は省略する。 

（補助金制度の見直し） 

第１５条 本補助金は、「補助金制度見直し方針」に基づき、見直しを行うものとする。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年（２０１９年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年（２０２１年）４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年（２０２３年）４月１日から施行する。 

（令和５年度の交付時期） 

２ 令和５年度の交付時期については、別に取扱い基準を定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年（２０２４年）４月１日から施行する。 

 


